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第２章 将来都市構造 
「コンパクト・アンド・ネットワーク」の考え方に基づき、都市づくりの基本方針を具体的に実

現していくため、都市機能等の集約を目指す「拠点」、都市や拠点間を結ぶ「連携軸」を設定するほ

か、土地利用の大きな区分を示す「骨格的エリア」を以下のように設定します。 

 

１ 拠点の設定 … 都市機能の集約を行う                      
市街地や施設の特性に応じて４種類の拠点を設定し、それぞれの役割に応じた都市機能の集積を

図ります。 

 

広域 

都市拠点 

都心エリア（新高岡駅～高岡駅～中心市街地）において、県西部の中核都市にふさわ

しい高次都市機能の集積を図る「広域都市拠点」を設定します。 

地域 

生活拠点 

周辺市街地エリア（伏木、戸出、中田、牧野、立野・東五位、福岡）内の広域都市拠

点との連携の中心となる駅等の周辺において、身近な生活サービス機能の集積を図る

「地域生活拠点」を設定します。 

産業 

拠点 

今後積極的に産業の集積を図るべき企業団地等（県企業立地促進計画の重点地域）を

中心に「産業拠点」を設定します。 

広域交通 

結節点 

高速道路のインターチェンジや新高岡駅など、本市と大都市圏等との連携を図るため

の結節点に「広域交通結節点」を設定します。 

 

２ 連携軸の設定 … 都市や拠点間を結ぶ                      
大都市圏等との広域連携、拠点間の拠点間連携を効果的に行うために、４つの連携軸を設定し、

道路及び公共交通の強化・充実を図ります。 

 

広域 

交流軸 

本市と大都市圏等を結ぶ高速交通網（北陸新幹線と高速道路）を「広域交流軸」と位

置付け、大都市圏等との交流や連携を更に拡大するための強化・充実を図ります。 

都市間 

連携軸 

本市と近隣都市を結ぶ鉄軌道や国道を「都市間連携軸」と位置付け、近隣都市との交

流や連携を更に拡大するための強化・充実を図ります。 

拠点間 

連携軸 

広域都市拠点（都心エリア）と地域生活拠点（周辺市街地エリア）を結ぶ鉄軌道や道

路を「拠点間連携軸」と位置付け、分散する拠点間を連携するための強化・充実を図

ります。 

都心軸 
中心市街地と高岡駅や新高岡駅を結ぶ鉄軌道や道路を「都心軸」と位置付け、都心エ

リア内の各ゾーンの一体性を向上するため、公共交通の強化・充実を図ります。 

 

３ 骨格的エリア区分 … 土地利用の大きな区分                      
今後は、これまで都市基盤整備を進めてきた既存ストックの維持・更新に重点を置き、市街地を

取り巻く豊かな田園環境や自然環境の保全・活用を図ることとします。このため、都市の骨格的な

土地利用区分を以下のように設定します。 
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都心 

エリア 

県西部地域の中核都市にふさわしい、賑わいと魅力ある空間の創出を図るエリアであ

り、都心軸を中心に「まちの顔」を一体的に創り上げていく空間とします。 

市街地 

エリア 

住居、商業、工業等の土地利用を計画的に行うエリアであり、現在の市街化区域及び

用途地域に設定します。 

田園環境 

エリア 

無秩序な開発の抑制とともに田園環境の保全を図るエリアであり、市街化調整区域及

び非線引き白地地域の集落地や農地に設定します。 

自然環境 

エリア 

良好な自然環境の保全を図るエリアであり、西山丘陵や庄川、小矢部川などの河川に

設定します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 市全体の将来都市構造図 
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４ 都心エリアのゾーン区分                      
都心エリアでは、歴史的な経緯や都市機能集積などの特性に応じて、次のように５つのゾーンを

設定します。 

 

古城公園 

ゾーン 

既存に立地する文化、交流や商業・業務機能を中心とした高次都市機能を集

約するゾーンとします。 

歴史の町並み 

ゾーン 

山町筋や金屋町を中心に歴史・文化を活かした交流・観光の拠点となるゾー

ンとします。 

高岡駅周辺 

ゾーン 

県西部地域の交通結節点として交流・観光や商業・業務機能を中心とした多

様な高次都市機能を集約するゾーンとします。 

駅南ゾーン 
沿道サービスや業務機能と調和した良好な居住環境の形成を図るゾーンとし

ます。 

新高岡駅周辺 

ゾーン 

大都市圏と飛越能地域との広域的な交通結節点として、交流・観光機能を中

心とした高次都市機能の維持・誘導を図るゾーンとします。 

 

図 都心エリアのゾーン区分 


